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歯周組織再生療法の行方歯学研究が開く ②歯科のの未来
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我
々
の
研
究
室
で
は
、
強
力
な
血

管
新
生
作
用
と
間
葉
系
細
胞
に
対
す

る
増
殖
誘
導
能
を
有
す
る
塩
基
性
線

維
芽
細
胞
増
殖
因
子
（
Ｆ
Ｇ
Ｆ
‐

２
）
の
作
用
に
着
目
し
、
新
規
歯
周

組
織
再
生
療
法
の
開
発
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
10
年
以
上
に
お
よ
ぶ

非
臨
床
研
究
に
引
き
続
き
、
２
０
０

１
年
よ
り
臨
床
試
験
（
治
験
）
が
実

施
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
０
・

３
％
Ｆ
Ｇ
‐
２
製
剤
（
リ
グ
ロ
ス

®
）
が
世
界
初
の
歯
周
組
織
再
生
剤

と
し
て
薬
価
収
載
さ
れ
、
歯
周
組
織

再
生
療
法
に
お
け
る
新
た
な
標
準
治

療
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

リ
グ
ロ
ス
は
、
歯
周
組
織
欠
損
部

周
囲
の
歯
槽
骨
や
歯
根
膜
に
存
在
す

る
歯
周
組
織
幹
細
胞
を
活
性
化
す
る

医
薬
品
で
、
中
等
度
の
歯
周
組
織
欠

損
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

幹
細
胞
を
移
植

　

現
在
臨
床
応
用
さ
れ
て
い
る
歯
周

組
織
再
生
療
法
は
、
歯
周
組
織
幹
細

胞
の
活
性
化
に
よ
り
歯
周
組
織
の
再

生
誘
導
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

す
。
一
方
、
歯
周
組
織
幹
細
胞
は
、

加
齢
に
従
い
、
そ
の
数
や
機
能
が
減

少
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従

っ
て
、
高
齢
者
の
方
や
、
重
度
歯
周

病
の
場
合
に
は
、
内
在
性
の
歯
周
組

織
幹
細
胞
の
活
用
だ
け
で
は
十
分
な

再
生
量
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
我
々
の
研
究
室
で
は
、
脂

肪
組
織
に
着
目
し
、
骨
芽
細
胞
を
含

む
様
々
な
細
胞
に
分
化
す
る
能
力
が

あ
る
脂
肪
組
織
由
来
多
系
統
前
駆
細

胞
（Adipose tissue-derived 

m
ulti-lineage progenitor cell 
: 

Ａ
Ｄ
Ｍ
Ｐ
Ｃ
）
の
自
己
移
植
に
よ

る
歯
周
組
織
再
生
誘
導
効
果
に
つ
い

て
も
検
討
を
始
め
て
い
ま
す
。
歯
周

病
患
者
様
の
腹
部
皮
下
脂
肪
組
織
を

吸
引
後
、
同
組
織
よ
り
Ａ
Ｄ
Ｍ
Ｐ
Ｃ

を
単
離
・
培
養
し
、
そ
の
Ａ
Ｄ
Ｍ
Ｐ

Ｃ
を
同
じ
患
者
様
の
歯
周
組
織
欠
損

部
へ
と
自
己
移
植
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
自
己
Ａ
Ｄ
Ｍ
Ｐ
Ｃ
移
植

の
安
全
性
と
再
生
誘
導
効
果
が
示
唆

さ
れ
る
結
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

抜
歯
せ
ず
に
治
療

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
積
み
重
ね
に

よ
り
、
重
度
の
歯
周
病
で
も
抜
歯
せ

ず
に
治
療
で
き
る
再
生
療
法
が
開
発

さ
れ
、
さ
ら
に
近
未
来
に
は
、
シ
グ

ナ
ル
分
子
・
幹
細
胞
・
足
場
材
の
３

要
素
を
最
適
条
件
で
融
合
さ
せ
た
、

真
の
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
歯
周
組
織
再

生
療
法
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

腹部皮下脂肪腹部皮下脂肪

歯周組織欠損部へ
自己細胞移植

歯周組織欠損部へ
自己細胞移植

歯周組織再生を誘導歯周組織再生を誘導

・世界初の取り組み
・「一生自分の歯で噛みたい」
　という国民のニーズに応える

ADMPC採取

・自己の組織/細胞
・量的な制限が少ない
・患者の負担軽減

脂肪組織由来多系統前駆細胞（ADMPC）を
用いた歯周組織再生誘導

７ ．歯科治療時医療管理料（医管）は医科の類似「検査」と同様
に、施設基準をなくすべきである。特に、歯科疾患管理料の総合
医療管理加算は医科の主治医と連携して医学管理する歯科医師の
技術料という性格から、歯科衛生士の人員基準は不要であり、二
重の意味で施設基準から外すべきである。

【要望理由】そもそも医管はモニタリング行為そのものへの評価で
ある。歯科衛生士の参画は不可欠ではなく、有病高齢者の多い過疎
地域で歯科衛生士がいない場合も含めて、安全な治療のために必要
なモニタリングはどの医療機関でも行っている。医科の類似点数で
ある呼吸心拍監視は「検査」の項目に位置づけられており、施設基
準もない。
　また、総合医療管理加算は、医科との定期的な連携のもとで、歯
科医師が総合的な医学管理下で診療を行うことが本旨であるはず
で、モニタリング行為そのものへの評価である医管とも性質が異な
る。
　現行の施設基準は給付内容との不整合が著しく、不要といえる。
とりわけ、歯科衛生士の配置がなければ、同管理料が実施できない
ものではなく不合理である。
　施設基準を廃止するまでの間、当面、下記のように医科主治医と
の連携実績を評価し、人員基準を変更すること。

【医管の人員基準について選択肢として③を加えること】
（２）下記のいずれかの要件を満たすもの

① 常勤の歯科医師が複数名配置されていること

② 常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ
１名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又
は看護師を２名以上組み合わせることにより、当該保険医療
機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯
と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合
には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

③ 常勤の歯科医師が配置されており、別の医科医療機関と情報
連携共有料等の算定実績を有すること

2020年歯科診療報酬改定にかかる改善および
2022年歯科診療報酬改定に向けた改善要望④

１．製造・販売中止となった医薬品・規格名

内
服

アジスロマイシン錠250㎎「KOG」

アモキシシリンカプセル250㎎「NP」

クラリスロマイシンDS10％小児用「マイラン」

ジスロマックSR成人用ドライシロップ２ｇ

パセトシンカプセル250　250㎎

パセトシン錠250　250㎎

レボフロキサシン錠250㎎「サトウ」　レボフロキサシンとして

レボフロキサシン錠500㎎「サトウ」　レボフロキサシンとして

外
用

アズレワンうがい液１％

バウロ散含嗽用0.4％

変更前 変更後

内
服

アセトアミノフェン細粒20％「タツミ」 → アセトアミノフェン細粒20％「マルイシ」

アセトアミノフェン錠200「タツミ」200
㎎ → アセトアミノフェン錠200㎎「TCK」　

アモキシシリンカプセル250㎎「タツミ」 → アモキシシリンカプセル250㎎「TCK」

クラリスロマイシンDS10％「MEEK」
100㎎ → クラリスロマイシンDS10％ 小児用

「MEEK」

リカバリンカプセル250㎎ → トラネキサム酸カプセル250㎎「旭化成」

ロキプロナール錠60㎎ → ロキプロフェンＮa錠60㎎「KO」

外
用

オキシフル液３％ → オキシドール「ケンエー」

ネオヨジンガーグル７％ → ポピドンヨードガーグル液７％「イワキ」

ネオヨジンゲル10％ → ポピドンヨードゲル10％「イワキ」

ネオヨジンスクラブ7.5％ → ポピドンヨードスクラブ液7.5％「イワキ」

２．名称が変更された医薬品・規格名
３
月
３
月
3131
日
付
で
廃
止
と
な
る
経
過
措
置

日
付
で
廃
止
と
な
る
経
過
措
置

医
薬
品（
歯
科
関
連
の
主
な
も
の
抜
粋
）

医
薬
品（
歯
科
関
連
の
主
な
も
の
抜
粋
）

大
阪
地
裁
判
決 

全
国
初
の
判
断

　

判
決
で
は
、
厚
労
省
が
デ

フ
レ
を
理
由
に
２
０
１
３
年

か
ら
３
年
間
で
基
準
額
を
最

大
10
％
も
引
き
下
げ
た
こ
と

に
対
し
、
08
年
の
原
油
価
格

高
騰
に
よ
る
特
異
な
物
価
上

昇
を
起
点
に
し
た
こ
と
を
指

　

生
活
保
護
基
準
を
違
法
と

し
た
判
決
は
、
１
９
６
０
年

の
朝
日
訴
訟
一
審
判
決
以
来

の
歴
史
的
勝
訴
で
あ
る
。
原

告
・
弁
護
団
・
支
援
者
に
敬

意
を
表
す
る
。

よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、

基
準
の
見
直
し
の
際
に
保
護

利
用
者
の
生
活
実
態
を
反
映

す
る
仕
組
み
を
作
る
べ
き

だ
。

　

歴
史
的
判
決
は
、
第
２
次

基
準
は
、
最
低
賃
金
や
高
額

療
養
費
な
ど
47
の
制
度
に
連

動
し
て
お
り
、
社
会
保
障
制

度
の
要
で
あ
る
。
政
治
に
配

慮
し
て
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ

と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

げ
は
、
第
２
次
安
倍
政
権
に

よ
っ
て「
政
治
主
導
」で
強
行

さ
れ
た
。
政
治
的
圧
力
が
保

護
基
準
決
定
の
過
程
を
ゆ
が

め
、厚
生
労
働
省
は「
物
価
偽

装
」
に
手
を
染
め
た
。
保
護

切
り
崩
し
た
も
の
で
、
特
別

な
意
義
を
持
つ
。
勝
訴
を
歓

迎
す
る
と
と
も
に
、
国
に
対

し
て
保
護
利
用
者
の
切
実
な

声
に
向
き
合
う
こ
と
を
強
く

求
め
る
。

　

裁
判
で
原
告
は
、
引
き
下

げ
で
社
会
参
加
の
機
会
を
奪

わ
れ
孤
立
し
て
い
く
苦
し
み

を
証
言
し
た
。
国
は
保
護
利

用
者
の
声
を
受
け
と
め
、
各

自
治
体
に
控
訴
を
断
念
す
る

　

生
活
保
護
制
度

始
ま
っ
て
以
来
の

６
７
０
億
円
に
及

ぶ
大
幅
な
引
き
下

安
倍
政
権
か
ら
続

く
公
的
医
療
・
社

会
保
障
の
切
り
捨

て
路
線
の
一
端
を

摘
。
さ
ら
に
、
消
費
者
物
価

指
数
よ
り
も
大
き
い
独
自
の

下
落
率
を
基
に
改
定
し
た
こ

と
を
問
題
視
し
、「
最
低
限

度
の
生
活
の
具
体
化
と
い
う

判
断
や
手
続
き
に
過
誤
、
欠

落
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

ず
、
裁
量
権
の
逸
脱
や
乱
用

が
あ
る
」
と
判
断
し
た
。

　

協
会
は
、
生
活
保
護
費
の

減
額
は
利
用
者
の
生
存
権
を

侵
害
す
る
と
と
も
に
、
社
会

保
障
制
度
や
最
低
賃
金
の
引

き
下
げ
に
つ
な
が
る
と
し
て

一
貫
し
て
反
対
を
表
明
。
大

阪
の
訴
訟
を
支
え
て
き
た
。

歴
史
的
勝
利
判
決
を
受
け
、

小
澤
力
理
事
長
は
１
日
、
談

話
を
発
表
し
た
。
談
話
の
要

旨
は
次
の
通
り
。

　

３
月
31
日
付
で
経
過
措
置
が
終
了
す
る
医
薬
品
の
う
ち
、

歯
科
関
連
の
主
な
も
の
を
ま
と
め
た
。
製
造
・
販
売
の
中
止

に
よ
る
も
の
、
販
売
名
変
更
に
よ
る
も
の
は
左
記
の
と
お

り
。
４
月
１
日
以
降
、
変
更
さ
れ
る
医
薬
品
は
変
更
後
の
品

名
で
な
け
れ
ば
使
用
、
請
求
で
き
な
い
。
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
品
名
の
変
更
も
必
要
に
な
る
。

　

生
活
保
護
費
の
引
き
下
げ
は
生
存
権
を
保

障
し
た
憲
法
25
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
大

阪
府
内
の
利
用
者
42
人
が
国
や
自
治
体
に
取

り
消
し
と
慰
謝
料
を
求
め
た
「
生
活
保
護
引

き
下
げ
違
憲
訴
訟
」
で
、
大
阪
地
裁
の
森
鍵

一
裁
判
長
は
２
月
22
日
、
減
額
処
分
は
違
法

で
あ
る
と
し
て
取
り
消
す
判
決
を
言
い
渡
し

た
。
同
様
の
訴
訟
は
全
国
約
30
カ
所
で
行
わ

れ
、
２
件
目
の
判
決
で
初
め
て
原
告
の
主
張

を
認
め
た
。

生活保護引き下げは「違法」

談 話

理
事
長　

小
澤
力

歴
史
的
勝
訴
を
歓
迎

「
勝
訴
」
の
旗
を
掲
げ
る
原
告
弁
護
団

＝
２
月
22
日
、
大
阪
地
裁　
　
　
　


